
名 取 市 緊 急 時 ショートステイ事 業 実 施 要 綱  

令 和 ２年 ８月 ３１日  

名 取 市 告 示 第 １５７号  

（目 的 ） 

第 １条  この要 綱 は、障 害 者 及 び障 害 児 (以 下 「障 害 者 等 」という。)が同 居 家 族

等 の疾 病 その他 の理 由 により、在 宅 生 活 等 が一 時 的 に困 難 となった場 合 に、

当 該 障 害 者 等 を緊 急 的 に保 護 するための居 室 を確 保 する名 取 市 緊 急 時 シ

ョートステイ事 業 (以 下 「事 業 」という。)を実 施 することにより、障 害 者 等 及 び

同 居 家 族 等 の福 祉 の向 上 を図 ることを目 的 とする。 

(定 義 ) 

第 ２条  この要 綱 において使 用 する用 語 は、障 害 者 の日 常 生 活 及 び社 会 生 活

を総 合 的 に支 援 するための法 律 （平 成 １７年 法 律 第 １２３号 。以 下 「法 」とい

う。）及 び児 童 福 祉 法 （昭 和 ２２年 法 律 第 １６４号 ）において使 用 する用 語 の

例 による。 

２ この要 綱 において「同 居 家 族 等 」とは、次 の各 号 に該 当 する者 をいう。 

（１） 障 害 者 等 と同 居 し、かつ、当 該 障 害 者 等 の介 護 を行 っている者  

（２） その他 市 長 が特 に認 める者  

(実 施 主 体 ) 

第 ３条  事 業 の実 施 主 体 は、名 取 市 とする。ただし、市 長 は、事 業 の全 部 又 は

一 部 を適 正 な事 業 運 営 ができると認 められる社 会 福 祉 法 人 等 に委 託 するこ

とができる。 

(事 業 内 容 ) 

第 ４条  事 業 の内 容 は、法 第 ５条 第 ８項 に規 定 する短 期 入 所 を実 施 できる施 設

（以 下 「実 施 施 設 」という。）において居 室 を確 保 し、緊 急 時 にこれを提 供 する

ものとする。ただし、当 該 居 室 を確 保 することが困 難 なときは、短 期 入 所 を実

施 している社 会 福 祉 法 人 等 の施 設 内 であって、当 該 実 施 施 設 に準 じた設 備

等 が整 備 されている場 所 を提 供 することができる。 

(対 象 者 ) 

第 ５条  事 業 の対 象 者 は、市 内 に住 所 を有 する障 害 者 等 であって、次 の各 号 の

いずれかに掲 げる理 由 により緊 急 的 に居 室 を確 保 する必 要 があると認 められ



るものとする。 

(１)  同 居 家 族 等 が急 な疾 病 、事 故 、災 害 等 により、介 護 することができない

とき。 

(２) 障 害 の特 性 に起 因 して生 じた事 態 により、緊 急 的 に居 宅 で生 活 すること

ができなくなったとき。 

（３) 社 会 的 理 由 により、緊 急 的 に居 宅 で生 活 することができなくなったとき。 

(４) その他 事 業 の利 用 にやむを得 ない事 情 があるとき。 

２ 前 項 の規 定 にかかわらず、次 の各 号 のいずれかに該 当 する場 合 は、対 象 者

としないものとする。 

(１) 医 療 機 関 の診 察 が優 先 されると認 められるとき。 

(２) その他 特 別 な理 由 により、事 業 の利 用 が不 適 当 と認 められるとき。 

(利 用 登 録 及 び利 用 手 続 ) 

第 ６条  事 業 を利 用 しようとする者 (以 下 「申 請 者 」という。)は、名 取 市 緊 急 時 シ

ョートステイ事 業 利 用 登 録 届 出 書 を市 長 に提 出 し、事 前 に登 録 を受 けなけれ

ばならない。 

２ 市 長 は、前 項 の規 定 により登 録 を受 けた者 から利 用 の希 望 があったときは、

前 条 に定 める対 象 者 に該 当 するかを確 認 し、これに該 当 するときは申 請 者 及

び実 施 施 設 の長 に対 し利 用 できる期 間 を通 知 するものとする。 

（台 帳 の整 備 ) 

第 ７条  市 長 は、前 条 に規 定 する届 出 を受 けたときは、登 録 状 況 を明 確 にする

ため登 録 台 帳 を整 備 するものとする。 

（利 用 期 間 ) 

第 ８条  利 用 期 間 は、１回 の利 用 につき３日 （土 曜 日 、日 曜 日 、国 民 の祝 日 に

関 する法 律 (昭 和 ２３年 法 律 第 １７８号 )に規 定 する休 日 及 び１２月 ２９日 から

翌 年 １月 ３日 までの日 を除 く。）以 内 とする。ただし、市 長 がやむを得 ない事 情

があると認 める場 合 は、必 要 最 小 限 の範 囲 内 で延 長 することができる。 

(費 用 負 担 等 ) 

第 ９条  事 業 に係 る費 用 の負 担 等 については、次 の各 号 に定 めるところによる。 

（１） 介 護 給 付 費 等 及 び障 害 児 入 所 給 付 費 等 の支 払 については、法 、児 童

福 祉 法 及 びこれらの関 係 法 令 等 に定 めるところによる。 



（２） 前 号 のほか、市 長 は、事 業 を実 施 するために必 要 な経 費 の一 部 を実 施

施 設 に支 払 うものとし、当 該 経 費 の一 部 に相 当 する額 は、別 表 に定 める額

とする。 

(実 施 報 告 ) 

第 １０条  実 施 施 設 の長 は、当 該 事 業 を実 施 したときは、名 取 市 緊 急 時 ショート

ステイ事 業 実 績 報 告 書 を当 該 事 業 を実 施 した月 の翌 月 １０日 までに、市 長 に

提 出 するものとする。 

(委 任 ) 

第 １１条  この要 綱 に定 めるもののほか、必 要 な事 項 は、別 に定 める。 

附  則  

この告 示 は、令 和 ２年 ９月 １日 から施 行 する。 

別 表 （第 ９条 関 係 ） 

区 分  １日 当 たりの額  

障 害 児 支 援 区 分 １ ２０，５００円  

障 害 児 支 援 区 分 ２ ２１，５００円  

障 害 児 支 援 区 分 ３ ２３，０００円  

障 害 支 援 区 分 １・２ ２０，５００円  

障 害 支 援 区 分 ３ ２１，０００円  

障 害 支 援 区 分 ４ ２２，０００円  

障 害 支 援 区 分 ５ ２３，０００円  

障 害 支 援 区 分 ６ ２５，０００円  

上 記 以 外 の障 害 者 等  ３０，０００円  

備 考  

１ 「障 害 児 支 援 区 分 」とは、障 害 児 に係 る厚 生 労 働 大 臣 が定 める区 分

（平 成 １８年 厚 生 労 働 省 告 示 第 ５７２号 ）に定 める区 分 をいう。 

２ 「障 害 支 援 区 分 」とは、障 害 支 援 区 分 に係 る市 町 村 審 査 会 による審 査

及 び判 定 の基 準 等 に関 する省 令 (平 成 ２６年 厚 生 労 働 省 令 第 ５号 )第 １

条 に定 める区 分 をいう。 


